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道路管理課建設部

狭あい道路整備事業

 建築基準法第４２条第２項等に規定する狭あいな道路を建築行為等に併せて後退用地の

買収を行い道路を拡幅整備します。また、買収に必要な工作物等補償、契約、所有権移転

等登記、拡幅部分の舗装工事等を行います。

申出書受付・現地調査
工作物等補償費算定
契約
所有権移転等登記

8月 9月
10

月
4月 5月

事務作業全般

2月 3月6月

申請等受付
事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般

11

月

12

月
1月7月

舗装工事



なし

・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

・建築基準法第４２条（道路の定義）第２項



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

道路法等に基づく許認可事務

建設部 道路管理課

 道路に物件を設置するための掘削や占用許可等の事務を行い、現場の復旧までを監督し

ます。また、道路占用に基づく占用料の徴収事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

許可書発送事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

申請書受付事務 申請等受付
現地調査 事務作業全般

完了検査 事務作業全般



・道路法第１６条（市町村道の管理）、道路法第３２条（道路の占用の許可）、第３３条

（道路の占用の許可基準）、第３９条（占用料の徴収）

あり
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道路施設等の維持管理

建設部 道路管理課

 道路の異常個所等を発見するためパトロールを実施し、パトロールや市民からの通報等

で発見された道路の異常について、職員が直接現場で修繕作業を行い、道路の安全確保を

します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路維持作業車の維持管理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

道路パトロールの実施 現場調査・訪問
道路補修材料の購入 事務作業全般



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）、第４３条（道

路に関する禁止行為）

あり
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道路舗装修繕事業

建設部 道路管理課

 「幹線道路維持保全計画」や自治会要望等に基づき、道路の舗装損傷が進んでいる区間

の安全性を確保するため、舗装修繕工事を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
舗装修繕工事 新設・修繕・建替工事



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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道路整備事業

建設部 道路管理課

 道路側溝の改修や歩行空間の整備、要望等による未舗装私道等の舗装工事を実施しま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路整備工事 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
地権者協議 現場調査・訪問



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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側溝等浚渫事業

建設部 道路管理課

 大雨等により道路側溝や道路集水桝に流入し堆積した土砂及び排水ポンプ施設内に堆積

した土砂を浚渫します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
側溝等浚渫委託 新設・修繕・建替工事



・道路法第１６条（市町村道の管理）、４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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道路排水設備更新事業

建設部 道路管理課

 地下道等に設置している道路排水施設（ポンプ）の更新等を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路排水施設更新 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
道路排水施設点検委託 事務作業全般



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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道路舗装等小規模修繕事業

建設部 道路管理課

 道路パトロールや市民からの通報等で発見した舗装及び道路雨水桝等の損傷について、

修繕するにあたり専門業者の資機材やノウハウが必要な場合、民間専門業者に委託し、早

期に道路の安全確保します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
道路舗装等小規模修繕委託 新設・修繕・建替工事



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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茅ケ崎駅周辺道路施設等更新事業

建設部 道路管理課

 茅ケ崎駅周辺の道路施設及びその附属施設の維持管理や清掃、保守点検、耐用年数や経

年劣化の状態に応じた施設や設備の更新を行います。

施設名

・茅ケ崎駅北口（バス停上屋等を含む）

・茅ケ崎駅南口（バス停上屋等を含む）

・茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ（躯体、屋根、エレベーター、エスカレーター、ポ

ンプ等）

・茅ケ崎駅自由通路内施設（エレベーター、エスカレーター、エレベーター壁面等）

・国道１号地下横断歩道（天井部材、壁面、階段上部屋根、ポンプ等）

・茅ヶ崎ツインウェイヴ（橋りょう部、地下道（一部）、天井、壁面、階段上部屋根、ポ

ンプ等）

・ふれあい橋

・管理道路上にある施設

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

施設修繕 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
施設更新工事 新設・修繕・建替工事



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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土木施設災害復旧事業

建設部 道路管理課

 台風や集中豪雨等の自然災害等により損傷を受けた道路、橋りょう等を迅速かつ効果的

に復旧します。また、大雨時に排水不良となった箇所に可搬式ポンプを設置し、応急排水

作業を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

災害復旧工事 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

現地調査・応急復旧対応 現場調査・訪問
協定先との協議・緊急作業の実施 庁外調整・会議



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

あり
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5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

道路安全施設設置事業

建設部 道路管理課

 道路の安全確保のため、道路照明灯、道路反射鏡及び路面標示等の交通安全施設の点

検、修繕及び設置を行います。また、生産中止となった水銀灯のＬＥＤ化を促進します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路照明灯設置工事 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般
交通全施設設置工事 新設・修繕・建替工事

道路反射鏡修繕委託 新設・修繕・建替工事

道路照明灯修繕委託 新設・修繕・建替工事



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）、第４５条（道

路標識等の設置）

あり
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開発行為及び特定開発事業の協議や道路敷の払下げ等に関する事務

建設部 道路管理課

 都市計画法に基づく開発行為や茅ヶ崎市まちづくりにおける手続及び基準等に関する条

例に基づく特定開発事業に関する協議や現地調査等を行い、工事完了後には中間検査や完

了検査を実施します。また、市内各所にある道路敷の払下げ相談等の協議や現地調査をし

ます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

開発、条例、払下げに係る現地調査及び協議 事務作業全般
開発及び条例検査 事務作業全般



・道路法第１６条（市町村道の管理）、第４２条（道路の維持又は修繕）

・都市計画法３２条（公共施設の管理者の同意等）

・茅ヶ崎市まちづくりにおける手続及び基準等に関する条例


